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は　じ　め　に

児童手当制度基本問題研究会は，昭和53年11月に発足

以来児童手当制度のあり方についての基本的諸問題につ

いて鋭意，多角的な研究を続けてきた。昨年7月には，

それまでの研究に一応の区切りをつける意味で諸外国の

児童手当制度の動向，我が国の家族手当等賃金制度の現

状とすう勢を中心とした中間的なまとめを行った。

当研究会は，引き続き，児童手当制度と他の諸制度，

特に税制との関連，財源調達方式等について研究を進

め，このたび1年半24回に及ぶ研究の成果を取りまと

め，ここに最終報告として発表することとした。児童手

当制度については昨今さまざまな観点から議論がなされ

ているが，この研究報告が来たるべき高齢化社会にふさ

わしい児童手当制度の基本的あり方についての論議を深

める上で何らかの参考になれば幸いである。
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1．児童養育と国又は社会の役割

（1）社会的存在としての子供

国際連合の児童権利宣言は，『児童が幸福な生活

を送り，かつ，自己と社会の福利のためにこの宣言

に掲げる権利と自由を享有することができるよう』

各国政府等が措置することを求めている。児童権利

宣言の起草者が明確に認識しているように，児童が

健全に育てられ，幸福な生活を送ることができるよ

う保障することは，児童の福利につながるだけでな

く，社会の利益にもつながる。

児童は，将来の社会の担い手であり，将来の社会

が経済的にいかに維持されるかは彼らの能力にかか

るとともに，将来よりよき家庭，よりよき地域社会

を形成する主要な担い手である。

また，児童は将来の文化の担い手でもある。21世

紀の社会がいかなるものになるかは，まさに現在の

子供達の双肩にかかっているといえる。それ故，子

供を育ててゆくということは，現在と未来との間に

橋を架けることであるといえよう。

児童の健全な育成は，学校教育のみで終るもので

はない。家庭における児童養育が同時に大きな役割

を果たすことは疑いない。学校教育と併せて，また

学校教育等の開始前に家庭を中心とした児童の養育

が適切に行われなければいかに学校教育等を充実し

ても望ましい結果は得られないであろう。児童の養

育は家庭の主要な機能の一つであるが，養育された

児童は将来の社会の担い手であるという点におい

て，単にそれを養育した者にのみ利益をもたらすも

のではなく，児童を育てなかった者も利益を得るこ
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ととなる。このことから児童は社会的存在，いうな

れば「社会の子」であるといえよう。

（2）児童の養育と国又は社会

児童が将来の社会の担い手となることから，児童

の養育については家庭が第一義的に責任を持つのは当

然のことながら国又は社会も，児童の養育について重

大な関心を寄せざるを得ない。したがって国等は，児

童の福利を図る上でも，また，社会の福利を実現する

上でも，家庭の相対的に重い児童養育負担の軽減のた

めその養育費の一部を社会的に負担したり，有子家庭

と無子家庭単身世帯との負担の均衡を図る等の施策を

行う必要がある。

5・児童手当制度等の改善の方向

本格的な高齢化社会を目前にして決して十分とはい

えない児童養育家庭に対する所得保障制度を改善する

必要があるが，そのためにはどのような点を配慮すべ

きであろうか。

川　公平と効率の確保

まず考慮すべきは，公平かつ効率的な制度の実現

である。この要請はいつの時代でも，また，いかな

る政策についても満たされなければならない基本的

なものであるが，今後経済成長の長期的鈍化傾向が

予測されるなかで人口の高齢化が進行するという厳

しい環境の下では，この点になお一層配慮すること

が必要である。これからは，高い経済成長による大

幅な税の自然増収をあてにした安易で惰性的な政策

運営は許されないであろう。

（ロ）わかりやすい政策体系の確立

本制度の改善に当たっては，できうる限り他の諸

制度との総合化，ないし整合化を図りわかりやすい

政策体系を確立することが必要である。すなわち，

各種施策間の重複，矛盾を排し，資源の浪費を避

け，行政コストの軽減を図りつつ，施策の充実を目

指さなければならない。わかりやすい政策体系は，

政府の政策意図とその効果に関する国民の理解を深

め国民的合意の形成を容易ならしめるような体系で

ある。複雑でわかりにくい政策体系は，不公平を隠

巌し，各種利益集団の際限ないモノトリゲームを誘

発させがちである。

6．児童手当制度と扶養控除との調整

（1）調整の必要性

本制度と現行関連諸制度との整合性を高め公平か
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つ効率的な制度に改めるためには，諸外国に見られ

るように，税制の扶養控除と児童手当制度との調整

が考えられる。80年代は見直しと調整の時代であ

り，これまでのように制度間の大きな不整合，不平

等をそのままにしてそれぞれの施策の拡充を図るこ

とが許される時代ではない。

児童手当制度と扶養控除制度が併存していること

から生ずる非整合的な事象としては，次のようなも

のがある。たとえば，夫婦と児童3人の計5人で構

成される給与所得者の家庭A（年収総額500万円），

B（400万円），c（300万円），D（200万円）及び

R（150万円）を想定してみよう。この場合，これ

ら各家族の第3子への児童手当支給及び扶養控除に

よる恩恵は第16表のようになる。これをみれば明ら

かなように最も所得の低いEが児童手当しか受ける

ことができないのに対してその倍以上の所得がある

B，cは児童手当とともに扶養控除による恩恵も受

けることができるという奇異な現象が生じる。この

低所得者の相対的不利益は，低所得者に対する児童

手当の額が若干高くなっていることによって糊塗さ

れるようなものでもない。この背後には第1子，第

2子について低所得者は扶養控除の恩恵を受けるこ

とができないというより大きな矛盾がひそんでいる

からである。また，B，c及びDについての児童手

当と扶養控除（Dは住民税のみ）の二重給付は，3

人以上の子供を養育している家庭は3人未満の子供

を養育している家庭に比べて養育費負担が著しく重

くなることが証明されるとき始めて正当化されうる

であろう。

なお，Aは所得が高いため児童手当の支給を受け

ることができないが，児童手当制度における所得制

限限度額の設定及び市町村民税の所得割の額のない

者に対する特別措置が可処分所得に与える影響は第

第16表　給与所得別扶養控除の恩恵及び児童手当の支給

状況

、ー　＼　控除と手当
、＼－＼＼

給与所得

A　　　500万円

B　　　400万円

c　　　300万円

D　　　200万円

E　　150万円

所得税扶
養．控除

有
有
無
無

住民税扶
養控除

有
有
有
有
無

注）54年における各種制度により作成した。

有
有
有
有
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第5図　収入階層別児童手当額と扶養控除による隠れた

補助金額の合計額

（夫婦と子ども3人の勤労者世帯）

100万円 200

注1） 合計額

300　　　400　　　500　　　600

（収入総綿）

所得税と住民税による補助金の合計頼
一　所得税による補助金額
ニーー　現行児童手当額

注2）児童手当額及び補助金額は昭和55年による各種制度に
より計算したものである。なお収入総額は54年，55年同
額とした。

注3）この図は収入総額についてその特定の額における補助
金額を計算して描いたものであり，ステップファンクシ
ョンになっている部分も直線で示されている。

5図のごとくである。

（2）扶養控除の意義と児童手当

川　扶養控除の税制上の意義

今日，所得に対する課税は応能原則に基づき，

余剰所得（Residualincome or discretionin．

come）に課税すべきものと言われているが，扶

養控除は，一般的には基礎控除，配偶者控除等，

他の人的控除と並んで各人の個別的事情の差異に

応じた租税支払能力，いいかえれば余剰所得を算

出し，それへの課税を可能ならしめるために欠く

ことのできないものとされている。

（ロ）扶養控除の意義の再検討

しかしながら，もし扶養控除に代りうるような

国の所得保障政策が完備されたならば，余剰所得

算出の過程から扶養控除を取り除いてもよいので

はなかろうか。

扶養控除と所得保障給付は本来それぞれ独立し

たものであるが，扶養控除をその機能面から見れ

ば，これも児童養育家庭に対する金銭的援助とし

ての働きを持っていることは疑いない。例えば，

扶養控除の税額控除方式を主張する財政学者の間

では，扶養控除は児童を扶養する責任を負ってい

る人々への一種の補助金としてとらえるべきであ

るとする見解がかなり見られる。すなわち，明日

の社会を担う児童を現に扶養している人々は大き

な社会的責任を果しているのであるから，そのこ

とに対する補助金として税の軽減措置がとられる

べきであるとする。

このことからして同様の機能を有する児童手当

と扶養控除の調整が考えられてもよいであろう。

（以下略）

（3）調整の諸方法並びにその比較

税制と児童手当との調整の方法としては基本的に

は次の3つが考えられる。なお，第3子についての

み税制と児童手当を調整することは，低所得者は第

1子及び第2子について扶養控除の恩恵を受けるこ

とができないという矛盾をいささかも解決しえない

ものであることから考慮に値しない。

第1は現行扶養控除制度をそのままにし，児童手

当をもっぱら低所得者に対してのみ第1子から支給

する一種の救貧施策とする方法である。これは，現

行扶養控除制度が有するところの高所得者ほどその

恩恵が大きいという問題点をいささかも解決するも

のではなく，裏から見れば扶養者の所得が高いほど

児童養育に関する補助金が高い結果となり公平の面

から問題がある。また，児童養育家庭への所得保障

が二本建となるため，税制の変更，所得額の変動等

によって適用される制度に異動が生じ事務的にわず

らわしいものとなるばかりでなく，わかりやすい政

策体系の実現という点からも問題がある。また，扶

養者の所得によって適用される制度が異なることは

児童福祉の理念又は国民感情の点で問題であるとの

議論がありうる。

第2は，現行扶養控除制度を所得控除方式から税

額控除方式に改めるとともに低所得者に対して第1

子からその所得額に応じた給付を行うという方法で

ある。この場合には前述の扶養控除制度が持っ欠点

は除去され，児童養育者に平等な金銭的補助を行う

ことが可能となる。しかし，この制度では正確な納

税額は年末調整又は確定申告を待たなければ明確に

ならないから児童手当の支給も税額控除もその時点

まで待たなければならない。従って事後給付となり

児童養育の現実と照応しない結果となる。さらに所



得控除方式のもとでは課税最低限以下にあった者に

ついても納付税額と児童手当支給額との調整が必要

となり事務的に極めて煩雑となる。また，扶養控除

のみを税額控除とすることは，他の人的控除が所得

控除であることから税制上の整合性の上で問題があ

りうるであろうし，第1の方式と同様児童養育家庭

への所得保障が二本建となることによる問題点も生

じるであろう。

最後に，児童養育家庭への所得保障を主として税

制による隠れた補助金で行うことが望ましいのか，

それとも直接の支出の形をとる補助金，たとえば児

童手当のようなもので行うのが望ましいのかという

大きな問題点が残されている。これについては，ま

ず税制による場合には，この隠れた補助金はどうし

ても租税政策のあり方によって左右されがちである

ことを指摘しうる。たとえば今日，税制は景気対策

の一手段として考えられているからである。また，

隠れた補助金はまさにその「隠れた」という性格の

ために，国民が政府の政策意図を十分理解しえない

ことがあり，施策の効率性が阻害されるおそれがあ

る。

以上の議論からして，第3の方法，すなわち，扶

養控除制度に代えて第1子から児童手当を直接支給

するという形での調整を行う方式が公平と効率の面

からみても理論的に最も望ましいものといえよう。

この方式によれば，①児童の養育費用に対する配慮

の実質的な平等が確保されること，②扶養者の所得

によって扶養児童を区別することがなくなり児童福

祉の理念から望ましいこと，③低所得者の可処分所

得が増加することになり，所得再分配が強化される

こと，④制度がわかりやすく，政策目的，効果が明

確にされること，⑤租税政策のあり方によって起る

問題が生じなくなること等からしてこの方式は他の

方式よりも優れているといえよう。なお西ドイツ及

びフランスでは，児童手当は景気対策の手段として

弾力的かつ機動的な活用がなされている。また，こ

の方式によれば，扶養控除が我が国に居住している

外国人にも適用されていることから，これらの者に

ついても児童手当を適用することとなろう。

この第3方式の調整は，1975年頃より多くの国々

で行われており，一般的な傾向にある。たとえばス

ウェーデン（国税については1948年，地方税につ

いては1952年），西ドイツ（1975年），イスラエル

（1975年），オーストラリア（1976年），イギリス

（1977－1979年），オランダ（1978年），カナダ（1979

年）などがその代表的なものである。

（4）第3方式による調整に際して考慮すべき事項

公平と効率の観点からして第3方式による調整が

最も望ましいといっても，それを現実のものにしよ

うとする場合には考慮すべきいくつかの点がある。

（イ）児童手当に対する課税上の取扱い

この児童手当は扶養控除に代るものであるから

非課税とするのは当然である。

（ロ）児童手当の支給対象児童

原則として，現に扶養控除の対象になっている

子については，児童手当に置きかえるべきであ

る。特に義務教育を受けさせることは親の義務で

あること，満15歳末満の児童は就労させてはなら

ない等のことからして，義務教育修了前の児童が

児童手当の支給対象児童とされるのは当然であ

る。

（ハ）所得制限

所得制限については，児童手当が児童福祉の観

点に立ってすべての児童の健全な育成と資質の向

上を目指すものである以上理論的にはこれを設け

ないことが当然であろう。なお，現行制度におい

ては所得制限の設定により第5図に示すように臨

界点において可処分所得の逆転現象が生じてい

る。また，所得制限における所得は世帯単位で把

握されているわけではないので，共働き世帯とそ

うでない世帯の間で不公平が生じている。

（ニ）低所得者への給付額

現行の児童手当制度においては，市町村民税所

得割非課税者世帯については手当額の優遇措置が

とられているが，これについてはこの世帯が従来

は第1子，第2子について扶養控除制度の恩恵を

完全に受けることができなかったことを考慮した

ものと考えられる。もしそうであれば，児童手当

と税制の扶養控除との調整が完全に行われた場合

には，この措置を残しておく必要はないであろ

う。

　　（ホ）住民税における扶養控除の取扱い

これまでの議論における扶養控除は主に所得税

のそれを対象としてきた。地方税の住民税はその

税率の累進度が所得税と比較にならない程ゆるや

かであり，また，課税最低限も低いことから所得

税の場合に指摘されたような扶養控除制度の問題

点が軽微であるため，強いて児童手当と調整しな



くてもよいとする考えもあろう。しかし，住民税

の扶養控除においても基本的には所得税の扶養控

除と同様の問題があることは疑いないところであ

り，また，児童養育家庭に対する所得保障をわか

りやすい政策体系にするという点からも，これを

含めた調整を考慮することが望ましい。

なお，これ以外にも扶養控除制度の適用が児童

についてなくなることの結果，扶養児童を有する

給与所得者の手取り貸金の減少という事態をどう

理解させるか，地方交付税との関連において公費

負担部分における国と地方公共団体（都道府県，

市町村）の負担割合をどうするか，また，給付額

を定額にするか，児童数に応じて逓減又は逓増に

するか等考慮すべき事項は少なくない。

7．児童手当制度の一層の充実に向けて

児童手当は，児童は「社会の子」であるという認織

に基づき児童の養育負担を軽減することによって児童

養育家庭が果たしている社会的貢献に対して明示的な

評価を行うとともに児童福祉に対する国の姿勢を明確

に示すことになる。また児童手当は，老齢年金その他

の老人福祉施策とからみ合わせ，国民一人一人のライ

フサイクルから見れば，その人の生涯保障の上で重要

な役割を担っている。そのライフサイクルを示せば次

のようになる。子供の時代には両親を含めてその当時

の生産年齢世代によってその生活が支えられる。成長

して生産年齢世代になったときには，租税，社会保険

料負担等を通じてかつて自分を育てて今は高齢者とな

った世代を扶養するとともに将来自分が高齢者となっ

たときに自分を扶養してくれる現在の子供を育む。高

齢者となったときにはかつて自分が育んだ世代によっ

て扶養される。すなわち，すべての国民は，その全ラ

イフサイクルを通じて個々の家庭環境のいかんを問わ

ず社会連帯の立場に立って社会の維持，発展のため公

平な負担を行うことになる。

児童手当をこのようなものとしてみてくると，単に

児童手当と税制の調整だけですべてが終るものではな

く，より一層の充実のためにはなお考慮すべきいろい

ろな問題がありうる。以下，この点について考察して

みよう。

（1）児童養育家庭の地位向上の必要性

児童手当と税制の扶養軽除の調整は，児童養育家

庭に対する公正かつ効率的な所得保障制度を実現さ

せる上で欠くことのできないものである。しかしな

がら，両制度の単なる調整だけでは，児童養育家庭

全体としてはその実質的な負担軽減とはならない。

イギリス，西ドイツ等税制との調整を行った国々で

は給付の実質的改善が行われている。

ひるがえって我が国の児童養育家庭の現状をみる

と，先に述べたようにその社会への貢献が必ずしも

適正に評価されていることはいい難いのが現状であ

る。特に公的制度による児童養育家庭に対する援助

については，我が国は他の諸国と比較して著しく低

い。第3表でわかるように，我が国で2人の児童を

養育している平均的収入の労働者夫婦には，その収

入の2．3％が扶養控除の形で還元されているのに対

して，スウェーデンでは実質価値で3．7倍，イギリ

スでは2．5倍，フランスでは5．3倍のものが税制を

通じて又は現金給付の形で移転されている。欧米諸

国と比較して我が国は，児童養育家庭に対する社会

的配慮に極めて乏しい社会であるといえる。これは

一面では，我が国で従来一般的であった親子の一体

感を前提として児童の養育は全面的に親の責任であ

るとする思想の反映であるかもしれない。しかし，

先に述べたように児童が社会的存在であることを考

えるとき，児童の養育は，ただその両親のみが関心

を示せばよいということではなく，国民全体の関心

事であるべきであり，児童を養育しているものとそ

うでない者との負担の不均衡が是正されなければな

らない。

個人主義的価値観の浸透によって親子の一体感が

以前ほど強固なものでなくなりつつあり，女性の社

会的活動への参加が拡大することによって出産，育

児の機会費用が高まっている現状では，この負担の

不均衡に対して人々はより敏感になってきている。

また，被用者世帯にとっては給与体系が生活給体系

から職務給ないしは職能給体系へ移行しているこ

と，さらには本格的な高齢化社会を迎えて，児童養

育家庭の経済的負担が相対的に加重されることが予

測されるのに対して老後を子供にばかり期待するこ

ともできなくなってきて，いわば児童養育の負担の

み重く，期待される利益は少ないことを考えると，

児童養育家庭の負担を更に軽減して家庭基盤の強化

を図り，その養育機能を充実させるための条件を整

える必要があろう。

（2）児童手当の望ましい給付水準

将来どの程度の水準の児童手当が望ましいもので

あるかについては一義的な解答を引き出すことは困



難である。（中略）

児童の養育が基本的には親の責任であることはい

うまでもないが，児童手当が児童養育家庭の経済的

負担を軽減するとともに児童の健全育成，資質の向

上に資するものであるとすれば，その水準は，有子

家庭と無子家庭等の間における児童養育費用の分担

に関する国民的コンセンサスによって定まるものと

考えられる。なお，児童手当が児童養育家庭の経済

的負担を軽減して家庭基盤を充実するという機能を

十分果たすためには，その額が物価ないしは生活水

準の変動に即して改められることが必要であるのは

いうまでもない。

（以下略）

（3）児童手当改善のための財源

児童手当の実質的な改善を図るためには，児童に

係る扶養控除を廃止したことによって生じる財源だ

けではなく，他の新しい財源を求めることが不可欠

である。このための財源としては，①一般税収入，

②拠出金又は目的税などが考えられる。

今日の経済社会を構成しているものは単に家計ば

かりではなく，企業も家計と並ぶ社会の構成員であ

る。次代を担う児童の資質の向上によってもたらさ

れる利益は単に家計のみに発生するものではなく，

等しく構成員としての企業にも及ぶ。従って児童手

当の費用については企業も拠出金または目的税の形

で等しく負担に応ずべきである。

（4）そ　の　他

（イ）児童手当と他の所得保障制度

我が国では，児童養育家庭に対する社会保障制

度による現金給付は，児童手当だけではない。こ

れらの現金給付はそれぞれ目的が異なり支給対象

も広狭さまざまである。現在は児童手当の支給対

象も極めて限定されていること等からそれほど問

題となっていないが，制度が抜本的に改正され，

児童手当が家庭の児童養育機能強化のための主た

る所得保障制度として位置づけられるようになっ

た場合には，児童手当とその機能が多かれ少なか

れ重複しているものについては，何らかの調整が

必要となろう。

制度設立の目的が異なることから，機能が完全

に一致しない場合には，支給対象児童，受給者等

の特殊性に応じて児童手当制度に附加給付を設け

ることによって調整することも考えられうるであ

ろう。

（ロ）児童手当と現物給付

肉体的，精神的にハンディキャップを負ってい

る児童に対する施策等現物給付によるのが望まし

い分野も児童行政には少なくないが，それ以外に

ついては原則として現金給付を中心とすべきであ

ろう。児童養育家庭に対する所得保障制度の充実

の進展等に併せて，現物給付によらなくてもよい

分野について何等かの理由で現物給付を行う場合

には，受益者負担を大幅に導入するか，そのよう

な現物給付の受益者の児童手当の減額等の調整が

必要となろう。

（ハ）児童手当と家族手当

児童手当制度が既述のとおり第1子から支給さ

れたあかつきには，家族手当との調整が問題とな

りうることがあろう。しかし，家族手当は貸金の

一部であり，賃金は基本的には労使の交渉によっ

て決められるものであるから，児童手当との調整

問題は労使間の決定にまかせるべきであろう。

（ニ）福祉施設等

児童手当制度における福祉施設については，児

童の健全な育成を図るため中央政府の行うべき施

策のなかでの役割，そのための費用負担のあり方

等を検討し，適切なものにしていくことが必要で

あろう。この点からみて，福祉施設は児童を対象

とした他の現物給付施策との役割分担等を考慮し

ながら，その範囲を明確にすることが望まれる

が，国が直接行う全国的規模の先駆的，実験的な

試みや，費用負担者に直接還元されるようなもの

などは福祉施設としての妥当性が認められよう。

児童手当制度の事務処理体制については，費用負担

者，受給者の便を考え効率性の高いものとしていく必要

があろう。


